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１ 概要 
北海道ＰＣＢ廃棄物処理施設（以下「処理施設」という。）は、平成１９年１０月の

操業開始に向けて、同年３月から試運転を実施きました。この度、北海道ＰＣＢ廃棄物

処理事業を安全・確実に進めるために、先行事業の知見等を反映した設備の改善が必要

となり、現在、その対応工事を実施しています。このため、事業全体の工程を見直した

結果、施設の稼動は平成２０年４月頃の予定となりました。 

 

２ 工事の進捗について 
2.1   工事全体の進捗について 

新築工事、屋外施設工事については、既に完了し、平成１９年６月中旬にＰＣＢ処

理情報センターから事務所を移転し、処理施設内管理棟での事務を開始しています。 

プラント工事については、先行事業の知見反映や作業性向上を図るためのもの、

JESCO の検査等により更なる改善が必要とされたもの等について対応工事を実施して

います。この工事のために、施設内へ溶剤等の受入ができないことから、真空超音波

洗浄、撹拌洗浄、蒸留等の前処理設備及び液処理設備における試運転の一部を延期し

ております。なお、試運転に使用するトランスなどの台数に変更はありません。 

 

2.2   改善の目的とその対応内容について 
前述した改善事項のうち、主要な項目を表-１に示します。施設内及び施設外へのＰ

ＣＢの漏洩に直結する可能性がある項目及び作業環境中ＰＣＢ濃度の改善にかかわ

る項目の強化策が主なものです。 

 

表-１ 改善の目的とその対応内容 

改善の

分類 
目 的 対応項目 対応内容 

作業環境中ＰＣＢ濃度

の低減 液垂れ防止の徹底 
・ｵｲﾙﾊﾟﾝ間等の隙間の塞ぎの増強 

・飛散防止用カバーの設置 

施設内でのＰＣＢ排気

漏洩対策の徹底 
遮蔽フード/配管・配線の貫通部

ｼｰﾙの強化 

・換気空調、排気処理連動運転による

空気漏洩箇所を確認し、漏洩箇所の

シールの徹底、増強 

施設外へのＰＣＢ排気

漏洩対策の徹底 
排気・換気の異常値検出時のダン

パー閉 

・オンラインモニタリング装置の追加

・セイフティネット活性炭槽の追加 

・ダンパー閉時の他系統への切換 

建屋構造の強化 
天井材の落下防止 

・部材の強化 

・点検歩廊の増設 

先 行 事

業 の 知

見 に よ

る 改 善

事項 

 

配管振動による継ぎ手

部緩み防止 
配管振動防止の強化 ・配管ｻﾎﾟｰﾄの増設、強化 

作業動線の拡張 ・跨ぎデッキの増設 等 

機器、計装機器への寄付改善 ・メンテナンスデッキの増設 

作業従事者の作業環境

改善 

遮蔽フード内、及び作業ｽﾍﾟｰｽ照

度改善 

・各所照明の増設 

・作業スペース遠隔操作窓への映りこ

み防止 

出来形検査の指摘対応工事 
・液漏れ検知器の感度を上げるための

型式変更等 

JESCO による出来形確認 

設備診断に基づく補修工事 
・配管や操作盤の移設などによる操作

性・メンテナンス性の改善 

JESCO 指

摘 等 に

よ る 改

善事項 

ＰＣＢやそれ以外の油

配管に関する漏れ防止

の徹底 

配管接合状況確認(全数チェッ

ク) 

・ﾌｧｲﾊﾞｰｽｺｰﾌﾟによる配管内面検査の

実施 

・配管溶接不適合部の補修の実施 
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2.3 試運転の進捗状況 
平成１９年７月３１日現在における試運転の進捗状況を表-２に示します。 

同年２月に受電・用役設備の立ち上げ等機器準備を行い、３月から種々の機器におい

て試運転を実施しています。現在、受入払出関係、分析関係等の設備については電動機

単独調整から総合調整運転まで、用役関係、換気空調関係、、排気処理設備等について

は電動機単独調整まで完了しています。 

 

表-２ 試運転の進捗状況 

 電動機単独調整 総合調整運転 

受入検査設備 完了 完了 

大型／車載トランス解体設備 完了 

特殊品解体装置 完了 

小型トランス解体設備 完了 

コンデンサ解体設備 完了 

基幹物流装置 完了 

超音波洗浄装置 完了 

撹拌洗浄設備 完了 

真空加熱分離設備 完了 

搬送系機器(コンベア、自動物流装置)のみ

完了 

洗浄油系統は対応工事により実施を延期 

判定待装置 完了 完了 

前
処
理
設
備 

蒸留設備 対応工事により実施を延期 

液処理設備 対応工事により実施を延期 

払出･保管設備 完了 完了 

排気処理設備 完了 
ｽｸﾗﾊﾞ油系統は対応工事により実施を延期

上記以外は、連動運転確認実施中 

換気･空調設備 完了 連動運転確認実施中  

ｵﾝﾗｲﾝﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ設備 完了(注１) 完了(注１) 

分析設備 完了 完了 

用役設備 完了 
熱媒設備は対応工事により実施を延期 

上記以外は完了 

粉末消火設備 完了 完了 

タンクヤード 対応工事により実施を延期 

 
（注 1）ｵﾝﾗｲﾝﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ装置は、先行事業の知見を反映し当初計画の２台（１０箇所測定）から３台（１６箇

所測定)に計画を変更して監視を行うこととしています。そのうち、単独調整、総合調整運転が完了

しているものは当初計画の２台分であり、増設する１台は今後据付工事及び調整を行う予定です。 

 
３ 試運転の全体工程の見直しについて 

対応工事の安全な実施と試運転の有効・確実な実施を確保する観点から各工程の詳細

な検討を行い、全体工程を図１に示すとおり見直しました。その結果、施設稼働は平成

２０年４月頃になる見込みとなりました。 
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図１　全体工程の見直しについて

▼受電(2/23) ▼使用前検査申請
　　▼単体試運転開始（3／22）     ▼使用前検査

▼消防完成検査（一般取扱所）   ▼処分業許可申請
▼クレーン落成検査（3t以上） 　
 　▼建築工事完了検査 　▼操業開始

建設工事・電気計装工事による機器調整

機械工事による機器調整

電動機単独調整(3/22～4/14)

総合調整運転(4/15～5/14頃)

非ＰＣＢ廃棄物負荷試運転

（5/15頃～7/15） ＰＣＢ廃棄物負荷試運転

（8/1～9/15）

▼受電(2/23) ▼消防完成検査（一般取扱所） ▼消防完成検査（変更許可） ▼使用前検査申請
　　▼単体試運転開始（3／22） ▼使用前検査

▼建築工事完了検査   ▼処分業許可申請
▼クレーン落成検査（3ﾄﾝ以上） ▼操業開始

中間検査等

先行事業の知見反映・作業環境改善・出来形検査の対応工事（検査・確認含む～10月第1週）

建設工事・電気計装工事による機器調整

機械工事による機器調整

電動機単独調整

総合調整運転 総合調整運転（10月第1,2週）

非ＰＣＢ廃棄物（模擬試験物）負荷試運転

(10月第2週～12月第2週頃） ＰＣＢ廃棄物負荷試運転

（12月第3週～3月第1週）
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４ 処理の見通しについて 

4.1 北海道事業全体の処理の見通し 

受け入れ開始時期が前述の対応工事等により当初計画より遅れますが、年間稼働日

数を見直すことにより、無理な操業を行うことなく当初計画のとおり北海道内分につ

いては平成２５年３月、北海道外１５県分については平成２７年３月までに、処理対

象である高圧トランス・高圧コンデンサ等及び廃ポリ塩化ビフェニル等の全量処理を

達成できるものと考えております。 

 

4.2 平成２０年度における処理の見通し 

北海道内の多量保管事業場分については、平成２０年４月から、また、北海道外の

多量保管事業場分については、同年７月から処理する予定です。 

北海道内の少量保管事業場分は、胆振支庁分（当初平成１９年度処理予定）を平成

２０年４月～６月に処理し、渡島支庁分等（当初平成２０年度処理予定）は、同年４

月～平成２１年３月までの１年間で処理することとします。 

なお、北海道外分の処理については、年間の処理量及び搬入期間等を広域協議会で

調整中です。 

 

５ その他 

官庁申請・届出は、施設建設・非ＰＣＢ廃棄物試運転までに必要な項目については概

ね完了しています。主な未完了項目としては、前述の対応工事に関する危険物取扱所変

更許可申請、及び産業廃棄物処理施設使用前検査等があります。 

 

 

 

以上 


